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本件原発の基準地震動
１９７６年１２月１日の運転開始時 → ４００ガル
２００６年新耐震設計審査指針 → ７５０ガル
福島原発事故後の新規制基準   → ９９３ガル

老朽化による危険性について

当初、４００ガルの揺れに耐えるように設計、建築された
２倍以上の９９３ガルの揺れに確実に耐えることができるだろうか︖
４０年以上も経過すれば、多くの部品が老朽化して劣化
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主給水ポンプの耐震性はＳクラスとされていない
基準地震動に満たない地震動によって損壊又は故障する可能性
複数の工程を踏まなければ冷却に成功しない。

手順の一つを失敗しただけで緊急事態に陥る

主給水ポンプ破損時の危険
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【必要不可欠】
注入ポンプが起動

弁の開放
スプレイポンプ等が起動
監視装置等も正常に機能

主給水ポンプ破損時の危険

一連の作業が円滑になされる

＋

事態収束
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基準地震動に満たない地震
重大事故の発生が容易に想定できる
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基準地震動超え地震の
到来する現実的危険性の
有無、その発生時期

基準地震動が低水準である
低水準であることに特段の事情がない

↓
規制基準の合理性

規制基準適用の合理性
がないのではないか︖

最終的な立証命題と争点

最終的な立証命題

地震に起因する放射性物質の放出によって債権者ら
の生命、身体が侵害される具体的危険性の有無
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基準地震動超え地震の
具体的・現実的危険性の

有無、発生時期

基準地震動が低水準である
低水準であることに特段の事情がない

↓
規制基準の合理性

規制基準適用の合理性
がないのではないか︖

最終的な立証命題と争点

最終的な立証命題

地震に起因する放射性物質の放出によって債権者ら
の生命、身体が侵害される具体的危険性の有無主たる争点

規制基準の合理性
規制基準適用の合理性
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基準地震動を基準として原発が設計される
原発重要設備が地震によって破損、故障した場合の被害は甚大
（福島第一原発事故では東日本が壊滅する寸前であった）

基準地震動は、過去の我が国における地震動や他の施設の耐震
設計基準に照らして極めて高水準、少なくとも相当高水準にある
ことが要求されるはずであり、仮に、この要求を満たさないことがあ
るとするならば、それを正当化する極めて高度の科学的根拠が求
められて然るべき

基準地震動の意義と基準地震動に求められる水準
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債権者らは、基準地震動の
策定過程 ではなく、
策定結果 の合理性の有無を本項での争点としている。

地震観測記録と対比する意味
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論理的な思考︓ダムの例

「このダムは、上流で一日あたり△△△ミリ
メートル以上の雨が降れば、放水量を超え
てしまい決壊のおそれがあるが、このダムの上
流地域では一日あたり△△△ミリメートルを
超える雨は降りません」

気象観測記録上、
一日あたり△△△ミリメートルが
高水準か、低水準か

低水準の降水量であった場合には、
「なぜ低水準の降水量で収まるのか」
説明が設置管理者に求められる。

事実
（気象観測記録）

と対比
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論理的な思考︓原発と地震観測記録

「この原発は、基準地震動９９３ガル以上
の地震動が来れば、基準地震動を超えてし
まい事故が起きるおそれがあるが、この原発
には９９３ガルを超える地震動は来ません」

地震観測記録上、
９９３ガルが
高水準か、低水準か

低水準の地震動であった場合には、原発の敷地
に限っては９９３ガルまでしか来ないことの理由の
説明が関電に求められる。

事実
（地震観測記録）

と対比

地域特性、地盤特性
の対比等はこの段階
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Ｃ断層以外の検討用地震に係る想定地震動が
極めて低水準であること
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本件原発の検討用地震（「敷地ごとに震源を特定して策定する地震
動」を算定するについて、次の６個もの地震を選定
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想定された複数の地震動のうち最大の地震動を基準地震動とするのであ
るから、いずれの地震動もそれぞれの活断層で想定される最強の地震動と
して正確で信頼できるものでなければならない。

複数人の中から最も体重の重い者を選ぶ場合に例えることができる。
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例︓複数人の中で一番体重の重い者を選ぶ場合
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例︓複数人の中で一番体重の重い者を選ぶ場合
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例︓複数人の中で一番体重の重い者を選ぶ場合
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例︓複数人の中で一番体重の重い者を選ぶ場合
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例︓複数人の中で一番体重の重い者を選ぶ場合
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体重測定

Aさん Bさん Cさん

︖それぞれの体重測定が
正確で信頼できるものでなければならない
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想定された複数の地震動のうち最大の地震動を基準地震動とするのであ
るから、いずれの地震動もそれぞれの活断層で想定される最強の地震動と
して正確で信頼できるものでなければならない。

複数人の中から最も体重の重い者を選ぶ場合に例えることができる。
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想定された複数の地震動のうち最大の地震動を基準地震動とするのであ
るから、いずれの地震動もそれぞれの活断層で想定される最強の地震動と
して正確で信頼できるものでなければならない。

複数人の中から最も体重の重い者を選ぶ場合に例えることができる。

各活断層に係る地震の想定地震動
いずれもが低水準で不合理

（特に安島岬沖～甲楽城断層）
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安島岬沖～甲楽城断層の地震動が
極めて低水準であること
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0.1上がる→ 約1.4倍

0.2上がる→  約  2倍

1.0上がる→     約 32倍

2.0上がる→  1000倍

マグニチュード 地震の
エネルギー

マグニチュードと地震エネルギー
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対比

安島岬沖～
甲楽城断層の地震動

279ガル
地震観測記録
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本件原発の検討用地震（「敷地ごとに震源を特定して策定する地震
動」を算定するについて、次の６個もの地震を選定
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本件原発の検討用地震（「敷地ごとに震源を特定して策定する地震
動」を算定するについて、次の６個もの地震を選定

279ガル
（目安︓震度５強）
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本件原発の検討用地震（「敷地ごとに震源を特定して策定する地震
動」を算定するについて、次の６個もの地震を選定

279ガル
（目安︓震度５強）

２７９ガルをはるかに上回る数値
実際の地震観測記録では頻繁に観測



33

２０２２年の１年間だけで、最大加速度３００ガルを超えた地震
以下のように６回あった（甲第３９の１～６号証）

2022年
月日

地震名 Ｍ
最高位の最大加

速度（ガル）
同観測点から震央

までの距離
３００ガル以上

観測点数

１月22日 日向灘地震 6.6 427.8 60㎞ 3

3月16日 福島県沖 7.4 1232.7 102㎞ 50

3月18日 岩手県沖 5.6 327.6 53㎞ 1

6月19日 石川県能登地方 5.4 605.9 8㎞ 3

6月20日 石川県能登地方 5.0 649.3 9㎞ 2

8月11日 宗谷地方北部 5.6 327.6 53㎞ 1
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比較 安島岬沖～甲楽城断層の地震動／日向灘地震

安島岬沖～甲楽城
断層の地震動

日向灘地震

M8.０ M6.6

279ガル 427.8ガル

露頭まで
20キロ未満

震源から
60キロ

＞＞
エネルギー

約128倍
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安島岬沖～甲楽城
断層の地震動

日向灘地震

M8.０ M6.6

279ガル 427.8ガル

露頭まで
20キロ未満

震源から
60キロ

＞＞
エネルギー

約128倍

最大加速度
３００ガル以上

記録した観測地点は 

３箇所

比較 安島岬沖～甲楽城断層の地震動／日向灘地震
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比較 安島岬沖～甲楽城断層の地震動／福島県沖地震

安島岬沖～甲楽城
断層の地震動

福島県沖地震

M8.０ M7.4

279ガル 1232.7ガル

露頭まで
20キロ未満

震源から
50キロ

＞＞
エネルギー

約8倍



37

比較 安島岬沖～甲楽城断層の地震動／福島県沖地震

安島岬沖～甲楽城
断層の地震動

福島県沖地震

M8.０ M7.4

279ガル 1232.7ガル

露頭まで
20キロ未満

震源から
50キロ

＞＞
エネルギー

約8倍

最大加速度
３００ガル以上

記録した観測地点は 

50箇所
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安島岬沖～甲楽城
断層の地震動

岩手県沖地震

M8.０ M5.6

279ガル 327.6ガル

露頭まで
20キロ未満

震源から
53キロ

＞＞
エネルギー

約4000倍

比較 安島岬沖～甲楽城断層の地震動／岩手県沖地震
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安島岬沖～甲楽城
断層の地震動

岩手県沖地震

M8.０ M5.6

279ガル 427.8ガル

露頭まで
20キロ未満

震源から
60キロ

＞＞
エネルギー

約4000倍

最大加速度
３００ガル以上

記録した観測地点は 
1箇所

比較 安島岬沖～甲楽城断層の地震動／岩手県沖地震
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対比

安島岬沖～
甲楽城断層の地震動

279ガル
地震観測記録
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対比

安島岬沖～
甲楽城断層の地震動

279ガル
地震観測記録

地震観測記録に照らすと

不合理・信頼性がない
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対比

安島岬沖～
甲楽城断層の地震動

279ガル
地震観測記録

基準地震動933ガルも

合理性、信頼性を失う
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以上
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